
宿
場
町
と
助
郷
村
と
の
関
係

佐

木

治

清

々

は

じ

め

に

近
世
交
通
制
度
上
、
宿
駅
を
中
心
と
し
て
人
馬
継
立
機
能
に
関
係
を
も
っ
地
域
を
対
象
と
し
、
具
体
的
に
は
そ
の
地
域
を
構
成
す
る
一

宿場町と助郷村との関係

般
村
落
を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
上
に
展
開
す
る
宿
場
町
と
助
郷
村
の
発
達
変
貌
の
状
態
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

地
域
の
選
定
理
由
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
と
、
筆
者
は
こ
こ
数
年
来
、
東
海
道
駿
河
路
の
宿
場
町
と
そ
の
付
属
助
郷
村
に
つ
い
て
個
別

的
検
討
を
試
み
て
き
た
の
で
、
今
回
は
そ
の
西
方
に
連
な
る
遠
州
路
の
宿
場
と
助
郷
に
つ
い
て
新
た
な
視
点
か
ら
問
題
提
起
を
し
て
み
よ

う
と
思
う
。
こ
こ
に
新
た
な
視
点
と
い
う
の
は
、
宿
場
町
や
助
郷
村
を
そ
の
基
盤
の
一
般
村
落
と
の
関
係
で
把
握
し
よ
う
と
の
試
み
を
意

味
す
る
。

遠
州
路
に
は
東
海
道
五
三
次
の
う
ち
金
谷
・
日
坂
・
掛
川
・
袋
井
・
見
付
・
浜
松
・
舞
坂
・
新
居
・
白
須
賀
の
九
つ
の
宿
場
町
が
存
在
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す
る
が
、
そ
の
う
ち
見
付
宿
と
新
居
宿
の
二
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
論
旨
を
進
め
た
い
。
こ
の
二
宿
を
中
心
と
す
る
が
、
論
旨
を
進
め
る

上
、
駿
河
路
は
じ
め
美
濃
路
な
ど
の
宿
駅
も
必
要
に
応
じ
て
例
示
す
る
。
と
く
に
こ
の
二
つ
の
宿
場
町
を
事
例
と
し
て
採
り
あ
げ
た
理
由
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は
助
郷
関
係
の
上
か
ら
で
あ
っ
て
、
見
付
宿
の
助
郷
高
(
二
万
一
四
八
四
石
|
文
政
二
年
日
一
八
一
九
)
が
遠
州
路
の
宿
駅
中
最
高
(
東

海
道
五
三
次
中
の
第
三
位
)
で
あ
る
の
に
対
し
、
新
居
宿
の
助
郷
高
(
五
七

O
五
石
)
は
最

J

低
(
東
海
道
五
三
次
中
の
第
五
一
位
)
、
こ

の
両
極
端
の
宿
場
町
と
そ
の
付
属
助
郷
村
を
比
較
検
討
す
れ
ば
、
遠
州
路
に
あ
る
他
の
宿
駅
は
そ
の
中
間
的
様
相
を
呈
す
る
も
の
と
判
断

し
た
か
ら
で
あ
る
。

宿
駅
と
そ
の
基
盤
村
落
と
の
関
係

付

宿
駅
起
立
の
類
型
化

近
世
宿
駅
の
起
立
は
時
代
的
に
み
れ
ば
慶
長
六
年
三
六

O
一
〉
と
さ
れ
、
後
に
追
加
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
起
立
を
地
域

的
に
み
れ
ば
、
街
道
上
の
特
定
集
落
に
人
馬
継
立
の
御
用
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
宿
駅
起
立
の
際
の
基
盤
に
つ
い
て
注
目

す
る
と
、

一
村
一
宿
の
場
合
、
数
町
村
で
一
宿
を
構
成
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
既
存
の
城
下
町
で
は
市
街
地
の
中
の
伝
馬
町
な
ど
都
市
の

一
部
が
継
立
業
務
を
負
担
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

「
民
間
省
要
」
に
よ
る
と
「
宿
々
と
云
う
も
の
、
昔
よ
り
一
駅
一
村
に
し
て
諸
事
一
様
に
し
ま
る
事
は
す
く
な
し
。
元
来
二
三
四
五
か

村
を
集
め
て
一
駅
に
し
て
、
町
の
名
を
替
え
て
、
別
に
成
る
有
り
」
と
あ
っ
て
、
宿
駅
と
基
盤
村
落
と
の
聞
に
微
妙
な
関
係
の
あ
る
こ
と

を
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
宿
駅
起
立
の
類
型
を
若
干
挙
げ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

京
か
ら
伏
見
・
淀
・
枚
方
・
守
口
を
経
て
大
坂
に
出
る
京
街
道
も
東
海
道
の
一
部
と
見
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
街
道
沿
い
の
守
口
宿

は
、
守
口
村
(
元
禄
年
聞
に
守
口
町
と
な
る
〉
に
宿
駅
が
置
か
れ
た
も
の
で
一
村
一
宿
型
で
あ
る
。
元
禄
七
年
(
一
六
九
四
〉
の
「
諸
役

免
許
証
文
」
に
「
守
口
村
、
伝
馬
並
に
継
飛
脚
、
日
夜
無
油
断
、
八
ム
寝
相
勤
め
申
す
に
付
き
、
諸
役
を
被
成
御
免
候
。
猶
以
て
庄
屋

-
E



姓
中
油
断
在
ず
ま
じ
く
侯
」
と
、
守
口
村
庄
屋
・
百
姓
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
?
な
ま
た
「
駅
逓
志
稿
考
証
」
に
は
「
慶
長
六
年
三
六

O
一
〉
正
月
、
品
川
郷
ヲ
以
テ
駅
伝
一
一
列
シ
、
駅
馬
三
六
疋
ヲ
置
カ
シ
メ
、
五
千
坪
ノ
地
子
ヲ
免
ズ
」
と
記
載
さ
れ
、
品
川
宿
は
品
川
郷

に
置
か
れ
た
一
郷
一
宿
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

東
海
道
と
中
山
道
を
結
ぶ
脇
往
還
の
美
濃
路
に
あ
る
稲
葉
宿
は
二
村
一
宿
型
で
、
稲
葉
村
・
小
沢
村
(
現
在
で
は
両
村
が
合
併
し
て
稲

沢
町
と
な
る
〉
共
同
で
宿
駅
を
勤
め
、
伝
馬
四
五
疋
、
小
沢
村
に
本
陣
・
問
屋
各
一
軒
、
稲
葉
村
に
脇
本
陣
・
問
屋
各
一
軒
ず
つ
が
あ
っ

た。
さ
き
の
「
民
間
省
要
」
の
「
二
三
四
五
か
村
を
集
め
て
一
駅
に
し
て
」
と
い
う
多
村
一
宿
型
の
適
例
は
京
街
道
の
枚
方
宿
で
、
岡
新
町

村
外
五
か
村
(
殿
山
・
山
田
・
樟
葉
・
川
越
・
陸
路
)
が
集
っ
て
一
宿
と
な
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
東
海
道
藤
枝
宿
も
こ
の
類
型
で
あ

る。

同

宿
駅
廃
止
後
の
村
落
と
の
関
係

宿場町と助郷村との関係

宿
駅
の
起
立
を
基
盤
村
落
と
の
関
係
に
お
い
て
眺
め
る
と
、
上
述
し
た
よ
う
に
、

一
村
一
宿
型
・
二
村
一
宿
型
・
多
村
一
宿
型
と
い
う

よ
う
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
関
係
は
単
に
宿
駅
起
立
時
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
ハ
、
宿
駅
廃
止
の
明
治
初
期
ま
で
継

続
す
る
。
そ
の
好
例
と
し
て
藤
校
宿
名
の
一
時
的
消
滅
を
挙
げ
て
旧
村
へ
の
還
元
の
様
相
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

明
治
二
一
年
(
一
八
七
九
〉
、
大
小
区
制
を
廃
止
し
、
郡
区
町
村
編
成
法
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
静
岡
県
志
太
郡
は
二
宿
四

町
二
二
七
か
村
、
益
津
郡
は
三
町
三
四
か
村
に
な
っ
た
(
後
の
志
太
郡
は
こ
の
両
郡
の
合
し
た
も
の
)
。
こ
の
両
郡
に
お
け
る
宿
町
村
の
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区
画
は
旧
幕
藩
時
代
か
ら
の
町
村
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
志
太
郡
の
宿
町
村
が
二
宿
四
町
二
ニ
七
か
村
で
、
そ
の
二
宿
と
は

阿
部
宿
・
島
田
宿
の
二
つ
で
あ
っ
て
、
当
然
宿
と
考
え
ら
れ
る
は
ず
の
藤
枝
宿
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
旧
藤
枝
宿
の
地
域
で
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は
、
市
部
町
・
五
十
海
町
，
若
王
子
町
・
鬼
岩
寺
町
の
名
称
が
認
め
ら
れ
て
、
藤
枝
の
地
名
は
こ
れ
ら
の
中
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
理
由
は
第
一
に
宿
の
起
立
に
糊
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
江
戸
時
代
の
藤
枝
宿
は
河
原
町
・
木
町
・
上
伝
馬
町
・
鍛
治
町
・
吹

屋
町
・
長
楽
寺
町
・
白
子
町
・
下
伝
馬
町
・
左
車
町
と
い
う
町
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
町
々
は
鬼
岩
寺
村
喧
益
津

上
村
・
若
王
子
村
・
長
楽
寺
村
・
郡
村
・
市
部
村
・
五
十
海
村
・
水
守
村
の
八
か
村
の
地
内
に
属
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
宿
駅
と
し
て

固
有
の
土
地
は
持
た
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
戸
長
制
に
な
る
と
、
町
名
の
あ
る
所
は
藤
枝
宿
の
戸
長
が
取
扱
い
、
町
名
で
呼
ば
れ
な
い
地
域

は
入
会
っ
た
本
村
で
取
扱
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
宿
町
村
聞
の
微
妙
な
対
立
を
生
ず
る
原
因
と
も
な
っ
た
。
こ
の

結
果
、
藤
枝
宿
お
よ
び
関
係
村
は
静
岡
県
に
対
し
て
願
書
を
提
出
し
解
決
を
依
頼
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
宿
域
の
土
地
は
い
ず
れ
も
旧

親
村
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
明
治
一
四
年
(
一
八
八
一
)
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
八
年
経
っ
た
明
治
二
二
年
(
一
八
八
九
)

町
村
制
が
施
行
さ
れ
、
若
王
子
・
五
十
海
・
市
部
・
鬼
岩
寺
・
益
津
上
な
ど
七
か
村
の
区
域
が
合
し
て
藤
枝
町
と
な
り
、
藤
枝
宿
名
が
復

活
し
た
の
で
あ
る
。

宿
場
町
の
移
動
が
村
落
に
与
え
る
影
響

江
戸
か
ら
京
へ
の
東
海
道
は
太
平
洋
沿
岸
を
縫
っ
て
走
る
場
合
が
多
い
の
で
、
海
岸
沿
い
に
立
地
す
る
宿
場
町
で
は
津
波
の
被
害
を
蒙

っ
て
山
寄
り
の
地
に
移
動
す
る
ケ
l
ス
が
み
ら
れ
る
。
蒲
原
宿
・
白
須
賀
宿
は
そ
の
適
例
で
あ
る
、
が
、
こ
こ
で
は
吉
原
宿
の
移
動
に
伴
な

い
村
落
に
与
え
る
影
響
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

慶
長
六
年
、
徳
川
家
康
の
伝
馬
朱
印
状
の
与
え
ら
れ
た
当
時
の
吉
原
宿
の
位
置
は
駿
丙
湾
岸
に
近
い
鈴
川
村
の
砂
丘
際
で
あ
っ
た
。
旧

元
吉
原
村
の
地
で
あ
る
。
寛
永
一
九
年
(
一
六
四
二
〉
か
、
も
し
く
は
元
和
二
年
(
一
六
二
ハ
)
の
い
ず
れ
か
の
年
に
中
吉
原
へ
所
替
え



し
た
。
そ
れ
は
大
風
高
潮
と
い
っ
た
自
然
災
害
が
起
っ
た
た
め
と
い
が
れ
、
あ
る
い
は
元
吉
原
付
近
は
冬
の
季
節
風
に
よ
っ
て
砂
丘
の
砂

が
移
動
し
、
家
屋
の
多
い
場
所
を
せ
ば
め
て
生
活
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
移
動
し
た
と
も
い
う
。
こ
の
中
吉
原
の
宿
の
敷
地
の
一
部

と
し
て
鈴
川
村
の
五
一
石
余
が
そ
れ
に
当
て
ら
れ
た
。
こ
の
中
吉
原
に
で
き
た
宿
場
も
、
天
和
二
年
(
二
ハ
八
一
一
)
に
は
再
び
移
動
し
て

現
在
の
吉
原
に
所
替
え
、
そ
の
宿
場
は
瓜
島
や
伝
法
・
依
田
原
な
ど
の
地
籍
に
そ
の
敷
地
を
と
っ
て
移
っ
て
き
た
Q

そ
れ
は
こ
の
中
古
田
原

の
地
も
自
然
災
害
に
対
し
て
安
全
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
宿
場
の
機
能
を
十
分
に
は
た
せ
な
か
っ
た
の
で
再
度
の
所
替
え
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
一

元
吉
原
か
ら
中
吉
原
へ
の
移
転
で
、
そ
の
影
響
を
直
接
う
け
た
の
は
、
今
泉
村
で
あ
る
。
今
泉
村
で
は
元
吉
原
宿
が
中
吉
原
宿
に
移
転

し
た
と
き
、
そ
の
村
高
二

O
石
四
斗
余
を
吉
原
新
屋
敷
(
中
吉
原
)
の
た
め
に
引
接
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
吉
原
宿
が
流
失
し
た

た
め
、
そ
の
宿
が
伝
法
村
と
依
田
原
村
の
地
先
に
移
動
し
た
た
め
、
そ
の
替
地
と
し
て
依
田
原
村
へ
二

O
石
余
を
分
地
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
ま
た
直
接
吉
原
宿
の
敷
地
に
関
す
る
土
地
の
提
供
ば
か
り
で
な
く
、
今
泉
村
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
発
生
し
て
い
る
。
す
な
わ

宿場町と助郷村との関係

ち
、
寛
永
二

O
年
(
一
六
四
三
)
に
は
今
泉
村
の
村
高
の
う
ち
八
一
五
石
余
を
さ
き
、
そ
れ
に
依
田
橋
付
近
に
住
む
人
々
を
つ
け
て
分
村

-
依
田
橋
村
を
創
出
し
た
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
宿
場
の
移
転
と
関
係
な
い
の
で
あ
る
が
、
交
通
量
の
増
加
に
対
応
し
て
御
伝
馬
役
を
勤

め
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
依
田
橋
村
は
や
が
て
吉
原
宿
の
加
宿
六
か
村
の
一
つ
と
な
り
、

本
宿
の
常
備
人
馬
の
一
部
分
を
分
担
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
宿
場
の
移
動
は
、

た
だ
宿
場
そ
れ
自
体
が
移
る
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
周
辺
の
村
落
に
対
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
さ
ら
に
天
和
二
年
の
中
吉
原
か
ら
現
吉
原
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へ
の
宿
場
の
移
転
に
当
た
っ
て
は
、
依
田
原
村
か
ら
高
一
四
石
六
斗
六
升
四
合
を
、
瓜
島
村
か
ら
も
高
一
石
九
斗
九
合
七
勺
が
、

さ
ら
に
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伝
法
村
か
ら
は
七
二
石
二
斗
二
升
な
ど
と
、
合
計
九
五
石
八
斗
八
升
一
合
が
、
新
吉
原
宿
の
敷
地
に
さ
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
現
士
日

原
宿
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
2
V

四

加

宿

の

村

々

宿
場
町
が
近
接
の
村
落
に
及
ぼ
す
影
響
に
加
宿
の
発
生
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
宿
駅
は
本
来
、
義
務
と
し
て
人
馬
継
立
を
行
な
う

こ
と
を
標
識
と
す
る
集
落
で
あ
り
、
宿
駅
を
構
成
し
継
立
の
義
務
を
も
つ
も
の
が
宿
役
人
で
あ
り
、
宿
役
人
中
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め

る
も
の
が
問
屋
で
あ
る
。
問
屋
は
宿
を
統
轄
し
、
宿
・
助
郷
の
人
馬
を
束
ね
、
継
立
事
務
を
処
理
す
る
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し

そ
の
宿
駅
の
力
が
弱
い
場
合
は
近
接
の
村
落
が
加
宿
と
な
っ
て
、
こ
の
人
馬
継
立
の
義
務
を
分
担
し
、

し
か
も
厳
密
な
意
味
の
宿
駅
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
問
屋
の
有
無
こ
そ
宿
駅
と
然
ら
ざ
る
集
落
と
を
分
つ
基
本
的
な
標
識
で
あ
る
。

東
海
道
駿
河
路
中
部
の
宿
駅
の
大
部
分
は
加
宿
を
付
属
さ
せ
て
い
る
の
が
地
域
的
特
色
で
、
吉
原
宿
か
ら
府
中
宿
に
至
る
六
宿
の
う
ち

加
宿
を
も
っ
宿
場
町
は
吉
原
・
由
比
・
興
津
・
江
尻
で
、
加
宿
の
存
在
し
な
い
の
は
蒲
原
と
府
中
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
蒲
原
宿
は
正
徳

巳
か
た

年
中
(
一
七
一
一

i
一
五
)
ま
で
は
地
方
三
か
村
が
あ
っ
て
宿
立
の
五
分
の
一
を
負
担
し
、
加
宿
同
様
の
役
割
を
し
て
い
た
。
故
に
加
宿

を
全
く
欠
く
の
は
城
下
宿
場
町
の
府
中
宿
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
大
部
分
の
宿
場
町
が
加
宿
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の

加
宿
の
も
ち
か
た
は
各
宿
に
よ
っ
て
異
な
り
、
江
尻
宿
の
場
合
、
加
宿
の
前
身
と
し
て
先
ず
宿
付
が
発
生
し
、

つ
づ
い
て
加
宿
が
増
設
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
幕
府
は
天
和
元
年
(
一
六
八
一
)
辻
村
・
元
追
分
・
上
野
原
な
ど
の
六
か
村
に
江
尻
宿
の
伝
馬
役
の
一
部

を
勤
め
さ
せ
た
。
こ
れ
を
宿
付
六
か
村
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
伝
馬
役
高
を
定
め
、
合
計
高
は
当
初
一
五
二
七
石
四
斗
四
合
で
、
伝

馬
四

O
疋
を
提
供
し
て
い
た
。
三
八
石
に
つ
き
一
疋
の
割
合
で
負
担
し
て
い
た
。
四

O
疋
の
伝
馬
は
江
尻
宿
の
常
備
伝
馬
一

O
O疋
に
対



し
そ
の
五
分
の
こ
に
当
た
る
ρ

正
徳
五
年
(
一
七
一
五
〉
に
な
る
と
、
さ
き
に
定
め
ら
れ
た
宿
付
六
か
村
に
加
え
て
、
新
た
に
宿
同
様
に

こ
の
宿
の
伝
馬
役
を
勤
め
る
村
々
が
指
定
さ
れ
た
。
高
橋
・
吉
川
・
北
矢
部
・
上
下
清
水
な
ど
の
七
か
村
で
、
加
宿
と
呼
ば
れ
た
。
総
高

は
一
八
八

O
石
余
、
江
尻
宿
の
伝
馬
役
一

O
O人
一

O
O疋
の
う
ち
三
五
人
三
五
疋
の
人
馬
を
以
て
一
か
月
に
一

O
日
宛
、
年
中
三
分
の

一
だ
け
勤
め
た
。

そ
こ
で
、
当
初
定
め
ら
れ
た
宿
付
・
加
宿
の
伝
馬
役
の
分
担
が
、
そ
の
後
、
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
否
か
、
ま
た
変
わ
っ
た
点
が
あ
れ
ば

ど
の
よ
う
な
変
わ
り
方
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
正
徳
四
年
ハ
一
七
一
四
)
の
調
査
(
ろ
に
よ
る
と
、
江
尻
宿
の
役
馬

一
O
O疋
の
う
ち
、
宿
方
二
五
疋
、
宿
付
六
か
村
四

O
疋
、
加
宿
七
か
村
三
五
疋
と
あ
っ
て
、
本
宿
よ
り
も
宿
付
の
負
担
が
は
る
か
に
多

ぃ
。
ま
た
歩
行
役
一

O
O人
の
う
ち
、
入
江
町
一
七
人
余
、
伝
馬
町
二
二
人
余
、
宿
付
二
五
人
、
加
宿
三
五
人
と
あ
っ
て
、
本
宿
の
勤
め

方
四

O
人
に
対
し
て
宿
付
・
加
宿
の
村
々
が
六

O
人
を
負
担
し
て
い
る
。
な
お
、
宿
付
六
か
村
の
合
高
は
一
五
二
七
石
余
で
あ
り
、
高
三

八
石
に
つ
き
役
馬
一
疋
の
割
合
で
、

四
O
疋
を
勤
め
た
。
こ
れ
は
天
和
元
年
の
定
め
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
三
四
年
間
に
変
化
は
な

宿場町と助郷村との関係

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
嘉
永
二
年
(
一
八
四
九
)
に
至
っ
て
も
本
宿
・
宿
付
・
加
宿
間
の
人
馬
勤
め
割
合
に
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
宿
賄
仕
法
願
」
〈
4
〉
に
記
載
さ
れ
た
次
の
如
き
内
容
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

「
江
尻
宿
伝
馬
定
人
馬
一

O
O人
一

O
O疋
の
う
ち
、
宿
付
よ
り
宿
馬
四

O
疋
持
立
、
加
宿
よ
り
人
足
三
五
人
、
馬
三
五
疋
持
立
、

カミ

月
中
一

O
日
宛
、
年
中
三
分
の
一
勤
む
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宿
付
・
加
宿
の
負
担
数
量
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
勤
め
方
の
上
で
は
い
ち
じ
る
し
い
変
化
が
み
ら
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、
宿
付
・
加
宿
の
村
々
は
、
当
初
は
実
際
に
人
馬
を
宿
へ
提
供
し
て
い
た
が
、
や
が
て
次
第
に
実
人
馬
の
代
わ
り
に
米
や
金
銭

を
宿
へ
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
宿
の
村
々
で
は
享
保
五
年
(
一
七
二

O
)
に
宿
と
交
渉
し
て
、
米
二

O
O石
を
宿
へ
納
め
る
代
わ
り
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に
三
五
人
三
五
疋
の
人
馬
を
宿
に
請
負
わ
せ
た
。
宿
付
六
か
村
で
は
役
高
三
八
石
に
つ
き
伝
馬
一
疋
を
負
担
し
、
そ
の
代
金
を
二
両
二
分

と
定
め
、
合
計
一

O
O両
を
宿
へ
納
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
江
尻
宿
で
は
宿
付
・
加
宿
か
ら
米
や
金
銭
を
納
入
さ
せ
て
宿
運
営
の
費
用

に
振
り
向
け
て
い
た
。
そ
れ
は
宿
付
・
加
宿
が
公
用
荷
物
の
運
送
に
耐
え
ら
れ
る
馬
や
荷
物
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
壮
健
な
者
を
人
足
と

し
て
出
す
こ
と
の
困
難
さ
、
農
業
の
か
た
わ
ら
宿
へ
出
す
手
間
や
時
間
の
無
駄
が
あ
り
、

一
方
、
宿
で
は
馬
を
飼
い
駄
賃
稼
ぎ
を
す
る
馬

方
や
、
人
足
と
な
っ
て
働
く
者
が
あ
り
、
彼
ら
が
宿
に
賦
課
さ
れ
た
伝
馬
役
を
請
負
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
負
担
の
仕
方
に
変
化
が
あ
る
も
の
の
、
宿
付
・
加
宿
は
本
来
宿
の
伝
馬
役
の
一
部
を
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
宿
近

辺
に
在
る
ζ

と
が
人
馬
継
立
の
上
か
ら
好
都
合
な
わ
け
で
、
江
尻
宿
の
場
合
、
早
く
設
置
さ
れ
た
宿
付
は
直
線
距
離
に
し
て
大
体
一
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
半
径
の
円
内
に
分
布
し
、
遅
れ
で
増
設
さ
れ
た
加
宿
は
、
そ
の
宿
付
圏
を
包
む
よ
う
に
半
径
二
キ
P

メ
ー
ト
ル
の
円
内
に
分
布

す
る
。
こ
れ
ら
加
宿
の
村
々
の
う
ち
北
矢
部
村
だ
け
は
村
高
三
六
九
石
四
斗
二
升
四
合
中
一

O
八
石
余
が
加
宿
高
で
、
残
り
高
の
二
六
一

石
余
は
定
助
郷
勤
高
と
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
加
宿
圏
と
助
郷
圏
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

以
上
は
加
宿
の
多
く
存
在
す
る
駿
河
路
の
宿
場
町
に
つ
い
て
、
江
尻
宿
を
例
に
と
っ
て
加
宿
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
述
べ
た
が
、
こ
の

街
道
の
西
隣
の
遠
州
路
で
は
九
宿
中
加
宿
を
も
つ
の
は
新
居
宿
だ
け
で
、

し
か
も
橋
本
村
と
い
う
一
小
村
を
付
属
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な

ぃ
。
そ
の
加
宿
の
力
も
ま
た
甚
だ
弱
い
。
新
居
宿
の
常
備
人
馬
一

O
O人
・
一

O
O疋
の
う
ち
、
人
足
三
六
人
、
馬
三
六
疋
は
加
宿
の
橋

本
村
で
引
請
け
て
継
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
人
馬
数
の
繰
出
し
は
橋
本
村
に
隣
接
す
る
大
倉
戸
・
松
山
新
田
・
松
本
新
田
な
ど
で
、
橋
本

村
負
担
の
三
六
人
・
三
六
疋
の
う
ち
一
部
を
分
担
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

と
に
か
く
、
遠
州
路
は
加
宿
を
も
た
な
い
宿
場
町
の
多
い
こ
と
が
一
ウ
の
地
域
的
特
性
と
い
え
よ
う
。



五

助

郷

の

拡

大

付

宿

駅

と

助

郷

近
世
の
宿
場
町
は
景
観
的
に
み
る
と
、
本
陣
・
脇
本
陣
・
旅
龍
屋
・
茶
屋
な
ど
が
密
集
し
て
特
異
な
宿
場
的
色
彩
の
濃
厚
な
集
落
で
あ

る
よ
う
に
理
解
さ
れ
易
い
が
、
機
能
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
休
泊
機
能
は
む
し
ろ
付
属
的
な
も
の
で
、
本
質
的
に
は
人
馬
継
立
に
任

じ
た
集
落
、
あ
る
い
は
端
的
に
人
馬
継
立
を
任
務
と
す
る
問
屋
の
存
在
し
た
所
、
す
な
わ
ち
宿
駅
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
馬
継
立
の
機
能
は
交
通
量
の
増
加
に
伴
っ
て
拡
大
し
て
く
る
。
徳
川
家
康
が
東
海
道
に
伝
馬
を
定
め
た
の
は
関
ケ
原
合
戦
直
後
の
慶

長
六
年
で
、
そ
の
際
の
各
宿
常
備
伝
馬
数
は
三
六
疋
で
あ
っ
た
が
、
豊
臣
氏
滅
亡
後
の
元
和
二
年
に
は
七
五
疋
に
、
参
車
交
代
制
が
確
立

し
て
後
、
寛
永
一
五
年
(
一
六
三
八
〉
に
は
、
さ
ら
に
一
一

O
O疋
に
、
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
増
加
す
る
交
通
量
に
対
処
す
る
た
め
に
は
宿
駅
の
常
備
人
馬
だ
け
で
は
賄
い
き
れ
ず
、
周
辺
の
村
落
か
ら
人
馬
の
補
助
を

宿場町と助郷村との関係

仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
助
郷
村
で
あ
る
か
ら
、
宿
場
町
と
助
郷
村
と
は
密
接
不
離
の
関
係
を
一
も
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

仁主

初
期
助
郷
|
|
定
助
郷
と
大
助
郷

助
郷
が
必
要
に
な
っ
た
の
は
、
前
述
の
如
く
交
通
需
要
の
増
加
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
は
交
通
需
要
も
少
な
く

て
、
宿
駅
の
常
備
人
馬
だ
け
で
、
こ
れ
を
充
た
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
参
観
交
代
が
始
ま
る
頃
か
ら
街
道
筋
の
交
通
量
は
い
ち
じ
る
し
く

増
加
し
、
継
立
量
は
宿
駅
の
負
担
能
力
を
超
え
て
増
加
し
、
宿
駅
だ
け
で
は
継
立
の
需
要
を
充
た
し
得
な
い
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
を
補

155 

う
人
馬
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
助
郷
村
が
発
生
す
る
。
こ
れ
を
年
代
的
に
み
る
な
ら
ば
、
東
海
道
に
お
け
る
近
世
宿
駅
の
起
立
は
慶
長
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六
年
、
助
郷
制
度
が
確
立
し
た
の
は
元
禄
七
年
の
こ
と
で
、
こ
の
時
の
聞
き
は
九
三
年
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
助
郷
そ
の
も
の
は
制
度
化

以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
助
郷
の
発
達
を
一
瞥
す
る
と
、
最
初
は
大
需
要
に
際
し
臨
時
に
出
役
さ
せ
た
の
が
、
明
暦
頃
(
一
六
五
五

1
五
七
)
に
後

ま
で
行
な
わ
れ
た
助
郷
の
仕
組
が
ほ
ぼ
で
き
あ
が
り
、
寛
文
頃
(
二
ハ
六
一

l
七
一
二
)
に
は
よ
ほ
ど
普
遍
化
し
た
。
そ
し
て
元
禄
七
年
の

改
正
で
助
郷
制
度
は
確
立
し
た
と
み
て
よ
い
。
ま
た
、
助
郷
の
は
じ
ま
っ
た
最
初
の
頃
は
同
一
封
境
に
限
っ
て
い
た
の
を
、
貞
享
頃
(
一

六
八
四
J
八
七
)
に
な
っ
て
、
領
主
の
如
何
を
問
わ
ず
、
宿
駅
近
傍
の
村
々
で
指
示
す
る
こ
と
に
改
め
た
。
助
郷
が
同
一
封
境
に
限
定
さ

れ
た
の
は
、
寛
文
五
年
(
一
六
六
五
)
の
東
海
道
石
部
宿
の
歎
願
書
に
い
う
よ
う
に
、
宿
駅
の
常
備
人
馬
で
継
立
に
不
足
す
る
際
は
、
領

主
に
請
う
て
領
内
村
落
か
ら
補
充
人
馬
を
徴
発
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
に
基
づ
く
と
い
う
。
な
お
、
助
郷
改
正
は
元
禄
七
年
と
上
述
し

た
が
、
実
際
に
は
助
郷
改
正
の
下
令
さ
れ
た
の
は
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

は
か
ば
か
し
く
実
行
さ
れ
ず
、
同
七

年
に
再
度
下
令
、
貫
徹
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
は
じ
め
て
助
郷
が
付
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
宿
駅
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
初
期
助
郷
に
は
定
助
郷
・
大
助
郷
の
区
別
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
交
通
量
が
増
大
し
た
う
え
に
、
宿
駅
か
ら
負
担
の
転
嫁
が
あ

っ
て
、
助
郷
課
役
が
増
大
し
た
結
果
、
助
郷
村
数
が
増
加
す
る
と
同
時
に
負
担
す
る
助
郷
課
役
を
異
に
す
る
も
の
が
生
じ
た
。
そ
れ
が
定

助
郷
と
大
助
郷
と
で
あ
る
。
定
助
郷
は
宿
駅
の
す
ぐ
近
く
の
村
落
が
選
ば
れ
、
常
時
、
宿
駅
補
助
の
人
馬
を
出
し
、
大
助
郷
は
そ
の
定
助

郷
圏
の
外
側
に
ひ
ろ
が
る
村
々
が
指
定
さ
れ
、
臨
時
に
人
馬
を
出
す
も
の
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
定
助
郷
が
先
ず
こ
れ
を
出
し
、
な
お
足

ら
な
い
場
合
に
大
助
郷
が
出
す
と
も
い
わ
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
定
助
郷
の
方
が
負
担
が
大
き
か
っ
た
。
享
保
六
年
(
一
七
二

一
)
の
道
中
奉
行
へ
の
上
申
書
に
よ
れ
ば
、
定
助
郷
の
課
役
は
一

O
O石
に
つ
き
馬
三

t
四
疋
、
人
足
五

1
六
人
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
上

に
入
用
の
節
は
大
助
郷
に
課
す
る
と
い
う
。



初
期
助
郷
の
例
を
新
居
宿
に
と
る
と
、
元
禄
七
年
に
宿
場
付
近
に
あ
る
中
之
郷
・
内
山
・
鷲
津
・
古
見
の
四
か
村
が
定
助
郷
と
な
り
、

ま
た
大
助
郷
に
指
定
さ
れ
た
村
々
は
、
新
所
・
新
所
西
方
・
神
座
・
梅
田
・
太
田
・
大
和
波
・
利
木
・
横
山
・
上
尾
奈
・
下
尾
奈
・
南
脇

向
え
し
ろ

・
鶴
代
・
日
比
沢
・
釣
・
宇
志
・
入
出
の
一
六
か
村
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
村
々
も
浜
名
湖
西
岸
に
分
布
し
、
新
居
宿
か
ら
四
キ
ロ
メ
!

ト
ル
地
点
ま
で
が
定
助
郷
圏
、
そ
の
外
方
一
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
が
大
助
郷
圏
で
、
極
端
な
偏
心
性
を
示
し
て
い
る

は
新
居
宿
ヵ:
浜
名
湖
南
端
遠
州
灘

接

+加宿 主
・定助郷 説
O 大助郷 に

ロ新定助郷位
十代助郷 置

し

そ
の
助
郷
圏
は

東
と
南

Q- 4km議
海

西
ヵ:
天
イ白
原
洪
積
」ム、
口

地
で
村
カ1
な
く

十

十

十

+
 +

 

4
h
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湖
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O 

自
由

+
 

十

十

自

古

晶
画
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+ 

ロ

よ
?

(図

1
1
そ
れ

北
方
、
浜
名
湖
西
岸
の
狭
い
低
地
に

向
か
っ
て
伸
び
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

新居宿の助郷分布

新
居
宿
は
助
郷
高
が
小
さ
い
の
で

こ
の
よ
う
な
少
数
の
村
か
ら
助
郷
が

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
助
郷
高
の
極

め
て
多
い
見
付
宿
の
場
合
は
ど
の
よ

図 1

う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
に
享
保
三
年
(
一
七
一
八
)
の
資

料ハ
5
〉
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て

見
付
宿
の
定
助
郷
・
大
助
郷
を
吟
味

L
て
み
よ
う
。
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431石

1，064 
626 

1，095 
449 

150 

54 

38.3 

482 
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34 
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359 
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〔寛保3亥年間4月「東海道

新居宿助郷帳」による〕
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q
o
-

d
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郷
げ
一

助
=
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定
年
一

の

3

「
1
1

宿

保

一

居
寛
一

新

(

-

郷助名

山

郷

津

所

見

盛

岡

田

波

木

山

奈

奈

出

之

生日

尾

尾

表 1

村

内

中

鷲

新

古

神

梅

太

大

利

横

上

下

入

見
付
宿
の
定
助
郷
は
遠
江
国
豊
田
郡
の
う
ち
上
下
万
能
・

天
竜
・
一
言
・
加
茂
・
海
老
壕
お
よ
び
山
名
郡
の
う
ち
二
ノ

宮
・
東
西
貝
塚
・
長
江
・
大
和
田
・
鍬
影
の
一
二
か
村
、
高

合
わ
せ
て
五

O
一
O
石
一
斗
四
升
八
合
で
あ
り
、
大
助
郷
は

豊
田
郡
の
う
ち
篠
原
島
・
弥
藤
太
島
・
下
本
郷
e
長
須
賀
な

ど
三
五
か
村
お
よ
び
山
名
郡
の
う
ち
上
大
原
・
大
立
野
・
西

助
郷
村
合
わ
せ
て
五
六
か
村
の
多
数
に
の
ぼ
り
、
高
合
わ
せ
て
一
万
六
四
七

O
石
五
斗
、
定
助
郷
・
大
助
郷
の
高
を
合
わ
せ
る
と
二
万
一

ノ
島
・
彦
島
・
三
ケ
野
・
南
田
な
ど
一
一
一
か
村
、
両
郡
の
大

四
八

O
石
六
斗
四
升
八
合
と
な
り
、
遠
州
路
宿
駅
中
最
高
の
助
郷
高
で
あ
る
。
そ
の
助
郷
圏
怯
南
方
遠
州
灘
海
岸
に
達
し
、
北
方
は
磐
田

原
台
地
谷
間
の
農
村
部
に
拡
が
り
、
西
は
天
竜
川
に
よ
っ
て
限
ら
れ
、
東
は
袋
井
平
野
の
一
部
に
喰
い
込
み
、
天
竜
川
左
岸
一
帯
に
お
い

て
広
大
な
地
域
を
独
占
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
初
期
助
郷
に
は
定
助
郷
・
大
助
郷
の
別
が
あ
っ
た
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
の
が
、
枚
方
宿
に
は
大
助

郷
だ
け
で
あ
っ
て
、
定
助
郷
は
な
か
っ
た
〈

ε。
注
目
す
べ
き
は
、
享
保
六
年
、
道
中
奉
行
寛
播
磨
守
が
述
べ
た
と
い
う
「
東
海
道
岡
崎

駅
以
西
、
大
坂
ニ
至
ル
諸
駅
、
及
ピ
中
山
・
日
光
両
道
ハ
、
大
助
郷
ア
リ
テ
定
崩
郷
ナ
シ
。
故
ニ
定
肪
郷
ニ
課
ス
ベ
キ
人
馬
モ
、
之
ヲ
大

助
郷
ニ
課
ス
ル
ヲ
例
ト
ス
」
〈
7
u
o

け
れ
ど
も
守
口
宿
は
定
助
郷
七
か
村
の
み
で
、
大
助
郷
は
な
い
。
と
に
か

4
、
宿
駅
と
初
期
助
郷
と

の
結
び
つ
き
は
地
域
に
よ
っ
て
差
異
の
あ
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
、
初
期
助
郷
に
は
定
助
郷
・
大
助
郷
が
揃
っ
て
い
る
所
が
多
く
、
こ

れ
が
一
般
形
式
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
助
郷
の
負
担
が
増
大
す
る
結
果
、
定
助
郷
・
大
助
郷
両
者
の
負
担

ω量
的
差
薬
は
減



少
す
る
傾
向
に
な
り
、
そ
こ
で
幕
府
は
享
保
一

O
年
〈
一
七
二
五
)
こ
の
両
者
を
合
し
て
打
込
助
郷
に
し
た
。
こ
れ
が
次
に
述
べ
る
新
定

助
郷
で
あ
る
。同

新
定
助
郷

享
保
一

O
年
の
駅
制
度
改
定
は
助
郷
制
度
を
単
純
化
す
る
と
共
に
助
郷
の
負
担
の
軽
械
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
無
賃
人

馬
怯
宿
駅
の
負
担
と
し
、
肪
郷
に
出
役
せ
し
め
得
な
い
ζ

と、

ほ
か
の
人
馬
に
つ
い
て
は
宿
駅
人
馬
で
不
足
す
る
場
合
は
助
郷
で
出
す
こ

と
な
ど
の
定
め
が
で
き
た
。
こ
の
定
め
が
正
確
に
実
施
で
き
た
ら
崩
郷
の
負
担
は
か
な
り
軽
減
さ
れ
て
、
宿
・
助
郷
聞
の
紛
争
な
ど
生
じ

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
事
実
は
、
交
通
需
要
が
増
大
し
、

一
時
に
輯
湊
し
た
り
、
ま
た
問
屋
場
の
扱
う
通
行
に
は
先
触
を
要
す
る
と
の

き
ま
り
が
し
ば
し
ば
守
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
、
宿
駅
の
能
力
は
有
限
で
あ
る
た
め
、
交
通
量
の
増
加
分
は
助
郷
の
み
の
負
担
に
な
る
ば
か
り

で
た
く
、
宿
駅
は
囲
人
馬
な
ど
を
口
実
と
し
て
自
己
の
負
担
を
助
郷
に
転
嫁
し
、
宿
よ
り
も
助
郷
の
方
が
継
立
義
務
の
主
た
る
負
担
者
と

い
う
状
態
に
な
っ
た
。

宿場町と助郷村との関係

そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
の
新
定
助
郷
の
成
立
状
況
に
つ
い
て
新
居
・
見
付
両
宿
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
新
居
宿
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
初
期
助
郷
と
し
て
定
助
郷
四
か
村
、
大
助
郷
一
六
か
村
、
計
二

O
か

村
が
助
郷
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
享
保
一

O
年
の
助
郷
制
度
改
正
の
際
、
こ
の
二

O
か
村
の
嘆
願
で
新
定
助
郷
は
二
ニ
か
村
主
な
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
一
八
年
後
の
寛
保
三
年
(
一
七
四
三
)
に
は
一
四
か
村
と
な
り
、
そ
の
助
郷
総
高
は
五
七

O
五
石
で
、
東
海
道
五

三
次
の
宿
駅
中
最
低
に
近
い
尉
郷
高
で
あ
る
。
寛
保
三
年
の
新
届
助
郷
帳
(
S
〉
に
よ
っ
て
そ
の
↓
四
か
村
の
村
名
と
各
村
の
助
郷
高
を
み

一
O
O
O石
以
上
の
尉
郷
勤
高
を
有
す
る
村
は
わ
ず
か
二
か
村
の
み
、

ま
た
一

O
石
以
下
の
も
の
も
や
は
り
二

159 

る
と
、
表
1
の
如
く
で
、

か
村
だ
け
で
、
大
多
数
の
村
は
三

0
0
1四
O
O石
で
、
小
粒
の
村
が
多
い
。
初
期
助
郷
の
二

O
か
村
か
ら
新
定
助
郷
の
一
一
ニ

i
一
四
か
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高郷助高村名

ね|石|

434， 7391 43411鍬影

279， 9861 279il上大原

291， 8721 29111東 脇

179，4411 179:1大立野

219，4001 219:1西野島

232， 0401 22911陣原

710，979: 71011五十子

130， 9641 130:1彦島

377，6271 15311新兵

石 |布|

豊田郡下万能1196， 0001 19211匂坂西

上万能 1178，1891 179¥1保六島

787，5921 77911宮之一色

997，5811 99711気賀西

中田
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上

郷

郷

下

坂

本

本
上

森

下

寺

岡

岡

気子島

七蔵新田

中之戸

回

目上

村
と
な
る
に
つ
け
、
ど
の
よ
う

[i東海道見付宿助郷帳J(注10所収)によって作成〕

な
村
が
脱
落
し
た
か
を
み
る

と
、
こ
れ
ま
で
初
期
助
郷
圏
末

端
近
く
に
存
在
し
て
い
た
字
志

-
鶴
代
・
釣
・
日
比
沢
な
ど
七

か
村
が
除
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
新
居
宿
の
新
定
助
郷

圏
は
初
期
助
郷
圏
よ
り
も
や
や

縮
小
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お

天
保
一
一
年
(
一
八
四

O
)
に

は
梅
田
村
が
は
ず
さ
れ
、
新
所

西
方
・
新
所
東
方
の
二
村
が
加

わ
り
、
こ
の
ま
ま
明
治
維
新
に

至
っ
た
。

見
付
宿
で
は
初
期
助
郷
の
定

助
郷
一
二
か
村
と
大
助
郷
五
六

か
村
と
が
、
享
保
一

O
年
に
は



そ
の
ま
ま
打
込
助
郷
と
な
っ
た
の
で
、
新
定
助
郷
は
六
八
か
村
、
助
郷
総
高
二
万
一
四
八
四
石
と
い
う
五
三
次
中
第
三
位
の
助
郷
高
を
も

つ
も
の
と
な
っ
た
。
各
村
の
村
高
お
よ
び
助
郷
高
は
表
2
の
如
く
で
あ
っ
て
、
大
部
分
は
全
高
勤
で
あ
る
が
、
中
に
は
半
高
勤
の
村
も
あ

る。

偶

後
期
助
郷
|
|
代
助
郷
・
宿
付
助
郷
お
よ
び
当
分
助
郷

江
戸
時
代
も
後
期
に
な
る
と
、
経
済
生
活
の
向
上
な
ど
に
よ
っ
て
、
交
通
需
要
は
い
ち
じ
る
し
く
増
大
し
、
幕
末
の
将
軍
上
洛
や
長
州

征
伐
な
ど
は
、
こ
れ
に
一
層
の
拍
車
を
加
え
た
。
他
面
、
租
税
負
担
の
加
重
で
助
郷
村
は
疲
弊
し
た
。
そ
こ
で
課
税
を
な
る
べ
く
免
れ
よ

う
と
し
、
そ
の
結
果
、
各
宿
駅
で
は
一
般
に
従
来
の
定
助
郷
の
ほ
か
に
、
各
種
の
助
郷
が
指
定
・
付
属
さ
れ
、
同
時
に
、
助
郷
村
の
地
域

的
範
囲
が
拡
大
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
出
動
困
難
・
勤
依
頼
・
雇
入
に
よ
る
金
銭
支
出
の
増
加
、
宿
駅
と
の
紛
争
な
ど
が
顕
著
に
な
っ

た
。
こ
れ
を
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
ま
ず
み
ら
れ
た
の
は
代
助
郷
で
あ
る
。
本
来
、
代
助
郷
は
定
助
郷
が
疲
弊
な
ど
で
、
そ
の
業
務
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
免
ぜ
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
出
役
す
る
助
郷
を
い
う
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
袋
井
宿
・
見
付
宿
や
新
居
宿

宿場町と助郷村との関係

の
そ
れ
は
、
定
助
郷
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
負
担
を
軽
減
す
る
か
、
あ
る
い
は
負
担
の
増
加
を
防
ぐ
た
め
、
課
役
を
分
担
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、

一
種
の
増
助
郷
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
助
郷
を
補
助
す
る
任
務
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
期
限
・
出
役
の
義
務
の

限
定
、
村
高
に
比
較
し
て
勤
高
が
一
層
少
な
く
定
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
定
助
郷
に
比
較
し
て
負
担
の
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

袋
井
宿
で
は
享
和
三
年
(
一
八

O
三
)
三
四
か
村
の
定
助
郷
の
う
ち
木
原
・
松
袋
・
下
久
能
・
上
末
本
な
ど
一

O
か
村
が
一
五
年
間
、

各
村
の
助
郷
高
の
三
分
通
り
を
以
て
休
役
、
そ
の
代
助
郷
と
し
て
下
山
梨
・
中
山
梨
・
長
瀞
・
米
丸
な
ど
八
か
村
が
当
て
ら
れ
、
ま
た
そ
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の
翌
年
の
定
化
元
年
(
一
八

O
四
)
、
川
井
・
西
田
・
北
川
原
・
村
松
な
ど
一
三
か
村
が
困
窮
の
た
め
一

0
年
間
、
三
分
ま
た
は
五
分
通

り
を
以
て
休
役
し
、
そ
の
補
い
と
し
て
明
ケ
島
・
深
見
・
馬
ヶ
谷
・
三
沢
な
ど
二

O
か
村
が
代
助
郷
と
な
っ
た
(
9
u
o
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新
居
宿
で
は
天
保
四
年
(
一
八
三

〉
、
定
助
郷
村
が
二

0
年
間
、

助

郷
高
の
五
分
通
り
を
以
て
休
役
と
な

見付宿の助郷分布

り
、
そ
の
補
い
と
し
て
代
助
郷
が
で

き
た
。
内
山
・
中
之
郷
・
鷲
津
・
古

見
な
ど
の
三
四
か
村
で
あ
っ
て
、
そ

の
代
助
郷
圏
は
浜
名
湖
北
方
の
山
間

図 2

の
村
々
(
滝
沢
・
川
名
・
渋
川
な
ど
〉

ま
で
含
み
、
姫
街
道
筋
の
宿
駅
の
助

郷
圏
と
競
合
す
る
。

一一〉、

見
付
宿
で
も
文
久
二
年
(
一
八
六

七
蔵
新
田
・
千
手
堂
・
刑
部
島
・
草
崎
な
ど
の
三
三
か
村
の
定
助
郷
が
五
分
通
り
を
以
て
休
役
と
な
り
、
代
助
郷
と
し
て
大
谷
・

相
津
・
横
川
・
阿
蔵
な
ど
の
三
九
か
村
が
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
助
郷
率
は
村
々
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
大
体
村
高
の

五
分
の
一
勤
め
で
あ
る
。

こ
こ
に
最
も
注
目
す
べ
き
は
天
保
一
三
年
(
一
八
四
二
)
、
見
付
宿
に
宿
付
助
郷
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る

av
山
名
郡
一
色

-
弥
大
井
・
福
田
な
ど
五
か
村
、
城
東
郡
岡
崎
・
東
同
笠
・
宮
代
な
ど
四
か
村
、
豊
田
郡
米
倉
・
敷
地
・
江
口
な
ど
七
か
村
、
計
二
ハ
か

村
で
、
総
石
高
八
四
一
一
石
九
斗
二
升
五
合
、
総
助
郷
勤
高
二
一

O
O
O石
、
表
3
に
み
る
如
く
、
大
体
三
分
通
り
の
勤
高
で
あ
る
。
こ
の
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石 石
JII 袋 443，924 170 中泉代官所

豊 江 口 131，949 35 11 

米 倉 366，902 135 皆川森之助

萱 間 623，068 300 λY 

山 回 597，498 300 北条新蔵・秋元右近・皆川森之助

田 敷 地 732，070 300 高木市太郎・秋元右近

下川会 285，451 100 鍋島内匠

山 福 国 742，708 300 西尾隠岐守(横須賀藩)

松 原 1，229，800 360 λr 

梅 田 624，955 170 1/ 

一 色 230，000 100 菅谷兵庫
名 弥大井 224，217 75 米津小太夫

城
岡 崎 1，040，3181 300 西尾隠岐守(横須賀藩)

東同笠 447，340 120 λγ 

谷 JII 441，735 160 内藤丹波守(三州挙母藩)
東

宮 代 250，000 75 花房志摩守
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村郡

| 8，4九州 3，州幕府直轄地・ 2藩領・ 8旗本知行所

E天保13年「助郷勤高並地頭姓名書上帳」および「問屋御用留」によって作成〕

16か村郡ηο 

宿
付
助
郷
圏
は
定
助
郷
圏
を
包
む
よ
う
な
形
で
そ

の
外
方
に
立
地
す
る
〈
図
2
)
。
宿
付
助
郷
に
指
定

さ
れ
た
村
々
の
領
主
を
み
る
と
、
中
泉
代
官
所
の

支
配
す
る
幕
府
直
轄
地
や
横
須
賀
藩
領
、
遠
く
三

州
挙
母
藩
の
飛
地
が
あ
り
、
ま
た
多
く
の
旗
本
知

行
所
が
あ
り
、
こ
れ
ら
天
領
・
私
領
が
入
り
混
つ

て
助
郷
圏
を
構
成
し
て
い
る
。

幕
末
に
至
り
、
将
軍
上
洛
・
長
州
征
伐
な
ど
御

用
繁
多
と
な
り
、
継
立
の
た
め
の
人
足
や
経
費
の

橋
大
を
み
る
や
、
当
分
助
郷
が
広
汎
に
設
定
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
村
々
が
将
軍
の
上
洛
な
ど
大
継
立

の
み
人
足
や
経
費
を
出
す
一
種
の
加
助
郷
で
あ
っ

た
。
こ
の
当
分
助
郷
の
一
例
と
し
て
見
付
宿
の
場

合
を
み
よ
う
。

慶
応
元
年
三
月
「
近
年
御
用
旅
行
諸
通
行
と
も

人
馬
多
く
入
用
」
の
故
を
以
て
次
の
三
二
か
村
に

対
し
、
当
分
の
問
、
見
付
宿
助
郷
と
し
て
半
高
勤
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が
課
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
豊
田
郡
川
袋
・
江
口
・
米
倉
な
ど
六
か
村
、
山
名
郡
福
田
・
松
原
・
弥
大
井
な
ど
五
か
村
、
城
東
郡
岡
崎

-
向
笠
・
目
木
な
ど
五
か
村
、
周
智
郡
谷
川
・
宮
代
・
萱
聞
な
ど
五
か
村
、
榛
原
郡
上
長
尾
・
下
長
尾
・
藤
川
な
ど
六
か
村
、
三
州
渥
美

郡
束
ヶ
谷
・
士
口
胡
・
伊
川
浦
・
中
山
の
四
か
村
で
、
東
は
遠
州
東
端
の
大
井
川
付
近
ま
で
、
西
は
飛
地
と
な
っ
て
三
河
国
渥
美
半
島
ま
で

及
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
勤
め
方
に
も
段
階
が
あ
り
、

「
村
々
半
高
勤
之
内
五
分
は
見
付
宿
立
人
馬

之
内
余
荷
相
勤
、
五
分
は
定
助
郷
村
に
平
等
之
割
合
可
勤
事
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た
宿
付
助
郷
を
含
む
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
同
年
五
月
に
な
る
と
、

「
今
般
御
進
発
(
将
軍
上
格
)
に
付
き
御
用
物
継
立
を
は
じ
め
御
供
の
銘
々
多
人
数
通
行
多
く
入
り
候

間
御
用
日
割
中
之
継
立
に
限
り
次
の
村
々
東
海
道
見
付
宿
に
当
分
助
郷
申
付
」
の
触
れ
が
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
豊
田
郡
大
河
内
・
駒

場
・
老
間
・
敷
地
な
ど
三
六
か
村
、
山
名
郡
庄
内
新
田
・
南
田
・
太
郎
馬
新
固
な
ど
五
か
村
、
周
智
郡
市
場
・
相
月
・
竹
家
・
石
切
な
ど

九
か
村
、
城
東
郡
永
野
の
一
か
村
、
榛
原
郡
山
崎
・
鬼
女
新
田
の
二
か
村
、
長
上
郡
震
同
・
新
貝
・
東
大
塚
・
西
大
塚
の
四
か
村
、
計
五

七
か
村
の
当
分
助
郷
で
あ
る
。
同
じ
く
慶
応
元
年
の
将
軍
進
発
の
場
合
で
も
新
居
宿
の
当
分
助
郷
(
旦
は
他
宿
と
趣
き
を
異
に
し
、
新
居

-
白
須
賀
・
二
川
の
三
宿
組
合
人
足
七
一
一
三
人
が
新
居
宿
の
当
分
助
郷
役
を
勤
め
た
。
す
な
わ
ち
遠
州
敷
知
郡
四
か
村
、
三
州
渥
美
郡

一
八
か
村
、
同
州
設
楽
郡
九
か
村
、
同
州
八
名
郡
一
五
か
村
、
同
州
宝
飯
郡
四
か
村
で
あ
っ
て
、
新
居
宿
の
所
在
す
る
遠
江
地
域
よ
り
も

河
地
域
に
そ
の
助
郷
圏
は
広
が
っ
て
い
る
。

...... 
J、
宿
・
助
郷
関
係
の
逆
転
と
そ
の
一
体
化

付

宿
・
助
郷
関
係
の
逆
転
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東海道駿河路宿駅人馬継立の推移

足 馬
年 代 宿

勤|助郷勤 勤|助郷勤宿

元禄12(1699) 14，036人〉 5，923人 41，828疋> 14，438疋
宝暦10(1760) 吉原 24，816 く 29，414 24，629 > 4，412 
文政 3(1820) 江尻 24，554 く 47，793 20，780 > 3，948 

グ 8(1825) 島田 23，379 > 14，416 23，484 > 1，589 
グ 9(1826) fノ 22， 325 > 19， 386 21，567 > 1，513 
グ 10(1827) λF 23，317 > 22，145 22，050 > 1，851 
グ 11(1828) 1/ 20，275 く 23，183 20，947 > 2，057 

天保7(1836) 藤校 19，615 く 38，258 18，699 > 6，559 
嘉永2(1849) 三島 25，361 く 35，627 21，535 > 4，296 

• 6 (1853) 蒲原 22，532 く 51，013 23，523 > 7，301 

表 4

江
戸
時
代
の
人
馬
継
立
制
度
で
最
も
む
ず
か
し
い
の
は
助
郷
問
題
で
あ
っ
た
。

け
だ
し
、
宿
駅
の
出
役
義
務
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
助
郷
は

宿
駅
の
義
務
限
度
を
超
え
た
必
要
人
馬
は
、

い
か
に
多
量
に
の
ぼ
る
と
も
、
こ
れ

を
提
供
す
る
義
務
を
負
い
、
そ
の
上
、
宿
駅
が
本
来
自
己
の
も
の
で
あ
る
義
務

も
、
し
ば
し
ば
助
郷
に
転
嫁
し
困
難
不
利
の
出
役
を
こ
れ
に
回
わ
し
た
。
そ
の
結

果
、
継
立
義
務
は
宿
駅
よ
り
も
む
し
ろ
助
郷
を
主
要
な
負
担
者
と
す
る
観
が
あ

り
、
幕
末
近
く
に
な
る
と
年
間
継
立
が
宿
駅
よ
り
も
助
郷
の
方
が
多
い
と
い
う
宿

-
助
郷
関
係
の
逆
転
現
象
が
出
現
し
た
。

一
例
と
し
て
東
海
道
駿
河
路
の
宿
駅
に

つ
い
て
そ
の
状
況
を
示
す
と
表
4
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
馬
よ
り
も
人
足
に
お

い
て
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
天
保
五
年
(
一
八
三
四
〉
の
「
宿
継
御
用
金
銀
御

継
立
、
宿
助
郷
御
手
当
割
合
書
付
」

(gを
み
る
と
、
品
川
宿
か
ら
池
鯉
鮒
宿
ま

で
は
東
海
道
に
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
西
は
鈴
鹿
峠
越
え
を
せ
ず
、
美
濃
路

を
経
て
大
垣
宿
に
出
で
、
中
山
道
を
経
由
し
大
津
宿
に
至
る
ま
で
の
五
一
宿
に
対

し
て
継
立
の
手
当
が
交
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
箱
根
・
由
比
の
両
宿
だ
け

は
助
郷
を
も
た
な
い
た
め
、
宿
方
だ
け
に
手
当
が
つ
い
て
お
り
、
他
の
四
九
宿
は

宿
方
・
助
郷
方
と
も
に
手
当
が
つ
い
て
い
る
が
、
こ
と
ご
と
く
宿
方
よ
り
も
助
郷

方
の
手
当
の
方
が
多
い
。
助
郷
の
継
立
量
が
宿
方
よ
り
も
優
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
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る
。
こ
の
よ
う
に
幕
末
期
は
す
べ
て
宿
助
郷
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
継
立
制
度
そ
の
も
の
の
存
続
を
脅
か
す
危
険

さ
え
卒
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
政
府
の
駅
制
改
革
の
重
点
が
助
郷
制
度
の
改
革
に
置
か
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

tコ
宿
7
助
郷
の
一
体
化

慶
応
四
年
三
八
六
八
〉
は
徳
川
幕
府
崩
解
、

王
政
復
古
の
年
で
あ
っ
て
、
助
郷
制
度
の
全
面
的
改
正
が
行
な
わ
れ
た
。
江
戸
時
代
の

ほ
と
ん
ど
全
期
聞
を
通
じ
て
継
立
義
務
を
果
た
し
て
き
た
宿
駅
は
、
幕
府
の
崩
解
、
明
治
政
府
の
成
立
と
共
に
、
そ
の
終
意
を
告
げ
、
従

来
の
宿
駅
が
そ
の
地
位
を
失
い
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
駅
は
、
旧
宿
を
含
む
助
郷
あ
る
い
は
付
属
の
村
々
が
集
ま
っ
て
構
成
す
る
団
体
と
な

っ
た
。
こ
の
変
革
は
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
宿
場
町
お
よ
び
助
郷
村
に
、

い
か
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
。
以
下
述
べ

て
み
よ
う
。

こ
の
改
革
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
宿
・
助
郷
の
地
位
・
負
担
が
ほ
と
ん
ど
等
し
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
駅
制
改
革
で
、

宿
は
従
来
有
し
た
特
殊
な
権
利
義
務
を
喪
失
し
、
宿
場
町
は
、
制
度
お
よ
び
負
担
関
係
で
は
、

一
般
に
拡
大
さ
れ
た
助
郷
村
の
一
っ
と
考

え
て
よ
く
、
駅
逓
志
考
証
に
は
「
駅
家
モ
亦
、
其
ノ
高
ニ
応
ジ
テ
人
馬
ヲ
出
シ
、
敢
テ
助
郷
ト
異
ナ
ル
コ
ト
勿
ル
ベ
シ
」
と
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
宿
場
町
は
単
に
問
屋
場
の
存
在
す
る
集
落
と
し
て
、
そ
の
所
在
地
た
る
こ
と
に
も
と
づ
く
利
益
を
享
受
す
る
の
み
と
な
っ
た
。

要
す
る
に
駅
は
宿
の
単
な
る
改
称
で
は
な
く
て
、
旧
宿
を
は
じ
め
多
数
の
助
郷
村
あ
る
い
は
付
属
村
が
集
ま
っ
て
構
成
す
る
と
こ
石
の
団

体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
終
末
期
助
郷
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

骨

七
万
石
助
郷

慶
応
四
年
三
月
「
海
内
一
統
助
郷
」
の
令
が
出
た
。

寸
近
年
、
駅
家
・
助
郷
共
一
一
窮
乏
ヲ
告
ゲ
ル
ヲ
以
テ
、
今
其
旧
慣
ヲ
更
革
シ
、
海

内
一
般
、
異
同
ナ
ク
、
助
郷
謀
役
ヲ
命
ズ
」

(
駅
逓
志
考
証
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。
四
月
に
入
り
、
こ
の
原
則
が
具
体
化
さ
れ
、
各
駅
に



付
属
助
郷
が
指
定
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
定
助
郷
お
よ
び
種
々
の
助
郷
名
目
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
付
属
助
郷
で
は
「
自
今
一
年
間
、
諸
村

-
種
々
ノ
引
高
ヲ
除
キ
、
其
残
高
ノ
四
分
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
出
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
助
郷
制
度
始
ま
っ
て
以
来
の
大
改
革
だ
っ
た

た
め
、
下
令
の
趣
旨
・
内
容
が
了
解
し
難
か
っ
た
よ
う
で
、
さ
ら
に
五
月
に
な
っ
て
、
新
し
い
助
郷
付
属
の
事
が
明
確
に
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、

従
来
諸
道
助
郷
各
村
ノ
分
賦
平
等
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
今
其
編
成
ヲ
改
革
シ
、
各
駅
近
傍
ニ
於
テ
、
公
私
領
ノ
別
ナ
夕
、
凡
ソ
東
海
道
ハ
七
万
石
、

中
山
道
ハ
三
万
五
千
石
、
其
他
ノ
諸
道
ハ
大
低
一
万
石
ト
シ
、
其
高
ノ
十
分
ノ
四
ノ
比
例
ヲ
以
テ
一
年
平
等
ニ
之
ヲ
出
ス
ベ
ジ
。
又
、
駅
家
・
助
郷
ノ

謀
役
ヲ
平
等
-
一
ス
。
宜
シ
ク
其
人
口
ニ
応
ジ
テ
之
ヲ
出
シ
、
業
不
足
賃
銀
ハ
皆
其
石
高
-
一
応
ジ
テ
、
之
ヲ
補
ハ
シ
メ
γ
(
駅
逓
志
考
証
)
。

俗
に
東
海
道
七
万
石
助
郷
と
称
す
る
の
は
、
こ
の
令
に
由
来
す
る
。
ま
た
こ
の
下
令
で
、
助
郷
村
は
人
口
に
応
じ
て
出
役
し
、
村
高
に

応
じ
て
費
用
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

下
令
中
に
は
「
各
駅
近
傍
-
一
於
テ
」
と
あ
る
が
、
七
万
石
の
助
郷
に
す
る
た
め
に
は
必
然
的
に
賦
課
の
地
域
的
範
囲
が
い
ち
じ
る
し
く

宿場町と助郷村との関係

拡
大
し
た
。
そ
の
結
果
、
助
郷
課
役
は
一
定
の
村
々
に
負
わ
さ
れ
、
遠
隔
地
に
あ
っ
て
賦
課
さ
れ
る
の
は
租
税
的
性
質
を
帯
び
る
も
の
に

変
化
し
た
。
ま
た
、
宿
・
助
郷
間
お
よ
び
助
郷
村
相
互
間
の
負
担
の
均
等
化
や
助
郷
負
担
の
減
少
は
、
新
制
度
の
目
標
で
は
あ
っ
た
が
、

実
際
に
は
、
伝
馬
所
へ
の
距
離
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
伴
な
う
出
動
の
難
易
に
よ
っ
て
負
担
は
均
等
と
は
い
え
ず
、
遠
い
位
置
に
あ
る
村
で

ほ
か
に
往
復
に
二
日
、
計
三
日
を
要
す
る
付
属
村
で
は
、

一
旦
外
か
ら
の
出
動
に
対
す
る
加
算
額
一

O
O

は

一
日
の
出
役
の
た
め
に
、

文
を
加
え
て
も
、

一
貫
一

O
O文
の
賃
銭
で
は
出
役
は
は
な
は
だ
し
く
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
、
遠
隔
の
村
々
で
は
宿
方
へ
雇
一
入
れ
依
頼
が
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常
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
出
役
は
適
格
人
足
数
に
よ
り
、
経
費
負
担
は
村
高
に
よ
る
と
い
う
原
則
は
実
行
じ
得
ず
、
人
足
も
村

高
に
よ
っ
て
賦
課
し
、
出
役
の
多
少
は
経
費
賦
課
の
際
に
清
算
し
て
い
た
。
か
く
て
課
役
が
制
度
上
平
等
化
さ
れ
て
も
、
実
際
の
負
担
に
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は
大
き
い
差
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
な
ど
か
ら
助
郷
改
定
は
必
ず
し
も
円
滑
に
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
四
月
に
出
た
令
に
「
先
ニ
残
高
十
分
ノ
四
ノ
人
馬
賦
課
ヲ
命
ズ
ト
雄
モ
、
吏
ニ
之
ヲ
改
メ
テ
、
十
年
平
均
収

米
ノ
多
寡
ニ
従
テ
、
新
タ
ニ
其
課
役
ヲ
定
ム
」
と
て
、
村
高
残
高
四
分
勤
を
改
め
て
、

一
O
年
平
均
正
取
米
の
石
数
と
し
た
。

こ
の
七
万
石
助
郷
の
二

1
三
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
見
付
宿
で
は
明
治
二
年
二
一
月
、
駅
逓
役
所
の
名
に
お
い
て
、
見
付
宿
外

三
O
二
か
村
に
対
し
四
分
勤
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
豊
田
郡
一
七

O
か
村
、
山
名
郡
三
二
か
村
、
周
智
郡
四
か
村
、
計
二

O
六
か

村
が
見
付
宿
周
辺
地
域
で
あ
る
が
、
遠
く
離
れ
た
紀
州
山
間
の
い
わ
ゆ
る
手
明
き
村
の
牟
妻
都
内
大
栗
須
村
外
九
六
か
村
が
見
付
宿
付
属

助
郷
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
遠
隔
地
の
村
で
も
村
高
の
う
ち
か
ら
諸
引
高
を
除
き
残
高
の
四
分
勤
と
な
っ
て
い
る
が
、
到
底
、
人

馬
を
以
て
す
る
労
役
は
不
可
能
で
、
伝
馬
費
用
を
負
担
す
る
租
税
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

次
に
丸
子
宿
の
場
合
を
み
る
と

av
従
前
の
定
助
郷
三
一
か
村
に
加
え
る
に
、
新
付
助
郷
と
し
て
有
渡
郡
六
か
村
、
安
倍
郡
二
五
か

村
、
益
津
郡
六
か
村
、
志
太
郡
一
四
か
村
、
さ
ら
に
遠
く
離
れ
て
甲
州
八
代
郡
二
一
か
村
、
同
州
山
梨
郡
八
か
村
が
指
定
さ
れ
、
こ
れ
を

村
高
で
み
る
と
駿
河
分
約
二
万
石
、
甲
州
分
約
四
万
六

0
0
0石
、
計
六
万
六

0
0
0石
で
あ
っ
た
。

第
三
例
と
し
て
新
居
宿
の
場
合
立
〉
を
み
る
と
、
地
元
の
遠
州
敷
知
郡
四
三
か
村
は
浜
名
湖
を
挟
ん
で
湖
東
と
湖
西
に
分
布
し
、
西
隣

の
三
河
国
で
は
八
名
郡
一
八
か
村
、
設
楽
郡
三
二
か
村
、
幡
豆
郡
一
四
か
村
、
加
茂
郡
五
三
か
村
と
い
う
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
三
州
全
面
に

広
が
り
、
ま
た
蓬
か
遠
く
紀
州
名
草
郡
一
九
か
村
、
海
士
郡
三
四
か
村
が
新
居
宿
付
属
助
郷
と
な
り
、
そ
の
勤
高
は
、
遠
州
で
凡
そ
一
万

四
O
O
O石
、
三
州
・
紀
州
そ
れ
ぞ
れ
二
万
三

0
0
0石
で
、
合
わ
せ
て
六
万
石
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
助
郷
制
度
は
頻
繁
に
改
正
さ
れ
た
。
し
か
し
、

い
か
に
改
正
し
て
も
、
公
平
な
も
の
と
は
な
ら
ず
、
円
滑
に
行

な
わ
れ
も
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
明
治
政
府
は
明
治
三
年
(
一
八
七

O
)
二
一
月
、
付
属
助
郷
制
を
廃
止
し

1

「
四
月
以
降
一
駅
人
夫
ノ
数



ヲ
定
メ
テ
百
人
ト
為
シ
、
若
シ
不
足
ス
レ
バ
、
則
チ
其
近
傍
ノ
諸
村
-
一
於
テ
、
暫
時
、
相
当
ノ
助
郷
ヲ
命
ジ
、
平
等
-
一
之
ヲ
徴
募
ス
ベ

シ
。
又
更
ニ
各
駅
立
人
夫
ヲ
命
ズ
ル
ヲ
以
テ
、
暫
グ
其
地
子
ヲ
免
ジ
、
且
、
毎
駅
-
一
米
三
五
石
ヲ
給
セ
ン
」

(
駅
逓
志
考
証
)
と
て
、
江

戸
時
代
の
宿
・
助
郷
制
に
近
い
も
の
に
復
帰
し
た
感
が
あ
る
。

そ
し
て
遂
に
明
治
五
年
(
一
八
七
二
〉
助
郷
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
後
の
人
馬
継
立
は
民
聞
に
委
ね
ら
れ
、
陸
運
会
社
が
取
扱
つ

た
。
け
れ
ど
も
、
非
常
出
兵
な
ど
の
た
め
、
宿
駅
近
傍
村
々
が
助
郷
勤
を
し
た
形
跡
が
あ
る

av
こ
れ
は
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
太

政
官
布
告
第
十
一
号
に
よ
っ
て
「
非
常
人
馬
遺
方
章
程
」
公
布
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
の
は
明
治
一

五
年
(
一
八
八
二
)
の
こ
と
で
あ
る
。

七

お
わ
り
川
に

近
世
に
お
け
る
都
市
・
村
落
関
係
の
上
で
、
宿
場
町
と
助
郷
村
と
の
関
係
ほ
ど
多
様
性
に
富
み
、
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
結
び
つ
き
の
態

宿場町と助郷村との関係

様
を
異
に
す
る
も
の
は
な
い
。
宿
場
町
自
体
が
設
け
ら
れ
た
場
所
の
基
盤
村
落
と
の
関
係
に
真
先
に
注
目
し
、
宿
駅
の
移
動
、
加
宿
の
発

生
に
よ
っ
て
周
辺
村
落
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
、
さ
ら
に
助
郷
の
拡
大
に
伴
な
う
宿
場
町
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
多
様
性
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
助
郷
は
ア
l
リ

l
ス
テ
ー
ジ
と
レ
l
タ

l
ス
テ
ー
ジ
と
で
種
類
が
異
な
り
、
地
域
的
に
は
宿
場
町
近
傍
か
ら
遠
隔
地
へ
の
助
郷
村

の
拡
大
と
な
り
、
同
心
円
的
成
層
助
郷
圏
が
形
成
さ
れ
、
各
層
圏
内
の
助
郷
村
と
宿
場
町
と
の
結
び
つ
き
に
濃
淡
が
あ
り
、
宿
場
町
の
培

養
圏
と
し
て
の
助
郷
村
も
関
係
度
合
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
宿
場
町
と
助
郷
圏
の
関
係
が
、
現
代
都
市
の
勢
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力
圏
の
基
盤
に
な
り
得
た
か
否
か
を
究
明
す
る
こ
と
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
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菊
田
太
郎
『
東
海
道
守
口
宿
守
口
駅
』
柳
原
書
庖
、
一
九
五
九
、
一
七

t
二
O
頁

『
吉
原
市
史
上
巻
』
富
士
市
、
一
九
七
二
、
七

O
五

t
七
一
一
一
具

「
江
尻
日
記
」
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
一
一
一
月
の
記
事

「
江
尻
宿
賄
仕
法
願
」
嘉
、
氷
二
年
(
一
八
四
九
)
(
『
清
水
市
史
資
料
退
世
一
一
一
』
一
九
六
七
)

中
村
与
太
夫
撰
「
本
坂
通
御
往
来
留
書
」
(
細
『
江
町
史
資
料
編
』
)

黒
羽
兵
治
郎
『
近
世
交
通
史
研
究
』
九
二
頁

『
駅
逓
志
稿
考
証
』
二
三
四
頁

「
東
海
道
新
居
宿
助
郷
」
覚
保
一
一
一
年
(
一
七
四
三
)

『
袋
井
市
史
資
料
第
一
巻
』
一
九
七
二

問
中
友
次
郎
『
東
海
道
遠
州
見
付
宿
』
磐
田
市
誌
編
集
委
員
会
、
一
九
七
四

「
慶
応
一
元
年
五
月
御
進
発
に
付
御
印
状
之
写
」
江
川
家
文
書
(
湖
西
市
入
出
・
浮
梅
十
郎
所
蔵
)
(
『
湖
西
市
史
資
料
篇
二
』
一
九
八
一
)

「
宿
継
御
用
金
録
御
継
立
、
宿
助
郷
御
手
当
割
合
書
付
」
天
保
五
年
二
八
三
四
)
(
『
新
居
町
史
資
料
篇
四
』
一
九
七
回
)

小
沢
誠

J

一
「
助
郷
の
終
末
」
地
方
史
静
岡
第
九
号
、
一
九
七
九

「
慶
応
四
年
新
居
宿
助
郷
組
替
触
状
」
豊
田
家
文
書
簡
談
録
(
湖
西
市
史
資
料
篇
二
』
一
九
八
一

佐
々
木
清
治
「
江
尻
宿
と
そ
の
助
郷
」
静
岡
英
和
短
大
紀
要
第
二
ハ
号
、
一
九
八
四




